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1 計画策定にあたって
11 名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画策定の経緯
　　
平成14年

平成26年

母 子 家 庭 等 自 立 支 援 対 策 大 綱

子どもの貧困対策の推進に関する法律施行

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 改 正

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法施行

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 改 正

国の基本方針（対象期間：平成15年度～平成19年度）

国の基本方針（対象期間：平成20年度～平成24年度）

・母子家庭施策の総合的な展開
・自立促進計画の基本となるべき事項

国の基本方針（対象期間の延長：平成20年度～平成26年度）

・父子家庭への就業支援の重要性を追加

・母子及び父子並びに寡婦福祉法へ改称

・母子家庭施策の総合的な展開
　 養育費確保に向けた取り組みの推進
　 就業支援のより一層の強化
・自立促進計画の基本となるべき事項

第1期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画の策定
（対象期間：平成17年度～平成21年度）

第3期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画の策定
（対象期間：平成27年度～平成31年度）

3月

3月

4月

11月

1月

10月

4月

3月

3月

3月

平成17年

平成20年

平成22年 第2期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画の策定
（対象期間：平成22年度～平成26年度）

平成25年

平成15年

平成27年
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2 第3期名古屋市ひとり親家庭等自立支援計画について　

1 趣旨
　本市では、母子及び寡婦福祉法や国の基本方針に基づき、 「名古屋市
ひとり親家庭等自立支援計画」（第１期：平成17～21年度、第2期：平成22～
26年度）を策定し、就業・自立に向けた総合的な支援を実施してきました。
　このたび、第２期計画が計画期間の満了を迎えるにあたり、平成25年度
ひとり親世帯等実態調査、関係機関や学識経験者等からアンケート・ヒア
リング調査などを行い、国の基本方針を踏まえて「第３期名古屋市ひとり
親家庭等自立支援計画」を策定するものです。

2 計画の位置づけ
　この計画は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき策定するもので、
なごや子ども条例に基づき策定している「子どもに関する総合計画」との整
合性を図り、ひとり親家庭等に対する施策の方針を定めるものです。

3 対象期間

4 対　象

平成27年度から平成31年度までの5年間

母子家庭、 父子家庭、 寡婦
語句の定義

1計画策定にあたって

母子家庭　　　配偶者のない母と20歳未満の子どもがいる家庭
父子家庭　　　配偶者のない父と20歳未満の子どもがいる家庭
寡　　婦　　　子どもが20歳に到達した母子家庭の母
ひとり親家庭　母子家庭、父子家庭
ひとり親家庭等　母子家庭、父子家庭、寡婦

………
………
………
…
…
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2 ひとり親家庭等の状況

1 ひとり親家庭等数の推移

　本市におけるひとり親家庭
等の世帯数（推計）は、調査を
始めた昭和53年度以降一貫
して増え続けてきましたが、
平成20年９月に実施した「名
古屋市ひとり親世帯等実態調
査（以下「実態調査」と言いま
す。）」ではいずれも減少とな
りました。
　平成25年9月に実施した
実態調査では、母子家庭が
26,147世帯と増加、父子家
庭が3 , 7 2 1世帯、寡婦が
28,214世帯と減少してい
ます。

　ひとり親家庭の母等の就業
率は、母子家庭で84.3％、父
子家庭では85.9％、寡婦では
75.0％となっています。

(平成25年9月実施「名古屋市ひとり親世帯等実態調査」より)

●ひとり親家庭等数の推移（推計）

●現在の就業状況

就業状況   《 現在の就業状況 》2 -1
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2ひとり親家庭等の状況

就業状況   《 雇用形態 》2 -2

　雇用されている方のうち正
規雇用の割合は父子家庭が
83.7％であるのに対し、母子
家庭は34.8％、寡婦は46.7％
となっており、いずれも前回
調査（母子39 . 4％、父子
88.5％、寡婦48.5％）から減
少しています。

3 収　入

　母子世帯の年間総収入の
平均は249.1万円となり、前
回調査と比べると21.8万円
増加していますが、全世帯の
平均年収537.2万円（平成25
年国民生活基礎調査による）
と比較すると5割弱の年収と
なっており、81.2％が、家計が
「苦しい」又は「やや苦しい」と
回答しています。
　父子家庭の平均年収は
445.9万円と、母子家庭と比
べると高い水準になっていま
すが、前回調査と比較すると
36 . 2万円減少しており、
74.8％の方が、家計が「苦し
い」又は「やや苦しい」と回答
しています。

●雇用形態
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4 ひとり親家庭等の悩み

子どもについての悩み

　子どもについての悩みの
内容としては、教育・進学に
関することが最も多く、母子
家庭では69.3％、父子家庭
では54.6％となっています。

●現在の悩み

●子どもについての悩み

　ひとり親家庭等の悩みとし
ては、「子どものこと」につい
て悩む方の割合が、前回調
査に比べ母子家庭が56.4％
から66.8％に、父子家庭が
60.2％から70.1％に増えて
最も高くなっています。それ
以外では「生活費のこと」、
「仕事のこと」が上位にあ
がっていますが、父子家庭で
は、「家事のこと」の割合が母
子家庭や寡婦に比べ非常に
高くなっています。

5 -1
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2ひとり親家庭等の状況

子どもについての悩み

　子どもの進学についての希望としては、100％近い家庭が高校、専修学校
以上を希望していますが、中学卒業後の子どもの進路を見てみると、中学卒
業後に就職している子どもの割合は、母子家庭が7.7％、父子家庭が6.4％
と、前回調査（母子6.5％、父子4.6％）と比べ高くなっています。また、ひとり
親家庭の３人に１人は子どもを塾に通わせたいが、通わせておらず、その理由
としては、母子家庭の85.2％、父子家庭の79.2％が経済的に余裕がないか
らとなっています。

5 -2
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3 ひとり親家庭の現状から見える主な課題と対応

現状と主な課題

●悩みの相談相手がいない方の割合が
高くなっている中で、市へ期待する施
策では「相談事業の充実」が最も高く
なっている。

●制度自体があまり認知されていない事
業がある。特に父子家庭では利用・認知
状況が低い。

相談・情報提供
に関すること

課題1　　　ひとり親家庭が気軽
に、また身近で相談できる
窓口を整えるとともに、広く
社会資源を活用できるよう、
積極的な情報提供に努める
必要がある。

●母子家庭の世帯の平均年収は前回調査
より増えているものの、全世帯の平均
年収の5割未満となっている。また母子
家庭の8割、父子家庭の7割が家計が
「苦しい」「やや苦しい」と答えている。
●養育費の取り決めをしている方は増え
ているが、実際に受け取っている割合
は、依然低い状態となっている。

経済状況の安定
に関すること

課題2　　　ひとり親家庭の収入
状況が厳しい中、収入を補
完する手当の給付、福祉資
金の貸付などの経済的支
援、及び養育費取得のための
支援が引続き必要である。

●母子家庭の母の就業率は8割を超えて
いるが、雇用されている方のうち正規
雇用の割合は3人に1人となっており、
パート・アルバイト等、不安定な雇用の
割合が増えている。
●正規雇用とパート・アルバイトでは年収
で100万円程の差が生じている。

就業支援
に関すること

課題3
　　　ひとり親家庭の厳し
　　い経済状況を改善する
ためには、正規雇用など、
より安定的な収入が得られ
る就業を目指すための支援
など、一層の就業支援が必
要である。

●ひとり親は、家事と育児と仕事の3役を
していかなければならない。
●ひとり親家庭の悩みとして、「子どもの
こと」を挙げる方の割合が最も高くなっ
ている。また父子家庭では「家事のこ
と」を挙げる方も多い。

生　活
に関すること

課題4　　　親の負担感を軽減　 することが、子どもの健
やかな成長にもつながるこ
とから、子育て支援や家事
支援の施策の推進及び生活
の基盤となる住宅の確保が
必要である。

●子どもに関する悩みの中で、最も高い
のは「教育・進学に関すること」
●ひとり親家庭の3人に1人は子どもを塾に
通わせたいが、通わせておらず、その主な理
由は経済的に余裕がないからとなっている。
●「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の
施行により、貧困の連鎖を防止するための
子どもへの支援策が求められている。

子ども
に関すること

課題5

学習支援の推進、居場所や
相談相手の確保など、子ど
もの自立を支援するための
施策が必要である。
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3 ひとり親家庭の現状から見える主な課題と対応

事業主等に対する働きかけ　

対　　応対　　応

気軽に相談できる窓口を整備し、相談に
より自立に向けた課題を整理するほか、
社会資源活用のための情報提供による
支援を行います。

ひとり親家庭等が抱える貧困を始めとする様々な課題を整理し、その厳
しい環境を踏まえ、経済的支援、就業支援、生活支援、子どもへの支
援など総合的な支援を推進

基本方
針

11
施策目標

課題整理のための相談・情報提供による支援 具体的な施策

方策１
方策2
方策3

相談しやすい窓口の整備
きめ細やかな情報提供
身近な相談相手の確保

手当の給付や福祉資金の貸付等により、
ひとり親家庭の経済状況の安定を図ると
ともに、子どもの健やかな育ちのために
養育費確保に向けた支援を行います。

2
施策目標 経済状況の安定を図るための支援 具体的な施策

方策１

方策2

収入を補完するための
経済的支援
養育費の取り決め・確保
のための支援

一般世帯に比べて収入が不足するひとり
親家庭が、より安定的な収入が得られ自
立できるよう、正規雇用に向けた支援な
どを行います。

3
施策目標 安定的な収入確保に向けた就業支援 具体的な施策

方策１

方策2

正規雇用など、より安定
した就業への支援

ひとりで担う子育てや家事等の生活上の
負担の軽減のための支援を行います。

施策目標 生活上の負担軽減のための支援 具体的な施策

方策１
方策2

家庭生活のための支援
住宅確保に向けた支援

子どもの健やかな育ちのために、子ども
自身及び保護者への支援を行います。

5
施策目標 子どもの健やかな育ちのための支援 具体的な施策

方策１ 子どもの学習支援など
将来のための支援

2

5

4

3
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4 施策の展開

施策目標1 課題整理のための相談・情報提供による支援

相談しやすい窓口の整備

母子・父子自立
支援員等による
相談

施策の窓口である区役所において、母子・父
子自立支援員を中心として、母子及び父子等
の生活や就業など総合的な相談に応じられるよ
う、相談員の資質向上や他機関との連携など
を進めます。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

寡　婦

母　子

父　子

寡　婦

母　子

父　子

寡　婦

母　子

寡　婦

母　子

父　子

寡　婦

母　子

父　子

寡　婦

就業相談、職業紹介、技術習得等を目指すセ
ミナーや講習会等、就業に向けた支援を実施
するとともに、より気軽に相談しやすい窓口の
整備を進め、生活上の相談などの電話相談や法
律相談を実施します。また、養育費・面会交流
に関する相談など専門相談を行います。

生活困窮者自立
促進支援事業

生活に困窮している方が抱える複合的な課題に
応じた、個別的で継続的な相談支援を行う窓
口として「仕事・暮らし自立サポートセンター」
を設置し、状況に応じた就労支援や家計再建
に向けた支援を実施します。また、対象者を早
期に把握し適切な支援につなぐために、地域と
の連携の推進を図ります。

女性のための
総合相談

家庭や職場、地域などで女性が直面する様々
な問題についての相談を受け、女性の抱える
諸問題の解消を支援します。

関係機関との連携を強化するなど、配偶者から
の暴力被害に関する相談支援や自立支援等の
充実を図ります。

配偶者からの
暴力被害者支援

☆

母子家庭等自立
支援センター
事業

☆

精神的な支援が必要な方に対して、新たにカウ
ンセリングを受けられる窓口の整備を図ります。

カウンセラーの
配置

★

［ ★ 新規事業  ☆ 拡充事業 ］方策 1
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4  施策の展開

きめ細やかな情報提供

身近な相談相手の確保

支援の内容等
情報提供

広報なごや、名古屋市ホームページのほか新
たな情報提供媒体の活用も含めた、より効果
的な情報提供を進めます。また、児童扶養手
当等受給者に対しては、パンフレットの送付な
ど、きめ細やかな情報提供に努めます。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

寡　婦

父　子
父子家庭の相談窓口を含めた支援情報の提供
に努めます。

父子家庭に対する
支援情報の提供

身近な相談相手
の確保

気持ちや経験を分かち合い、身近なモデルと
なり得るひとり親家庭同士が、セミナーや交流
会等に集うことで仲間づくりの機会を提供する
などの支援を行います。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

寡　婦

方策 2

方策 3
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施策目標2 経済状況の安定を図るための支援

収入を補完するための経済的支援

養育費の取り決め・確保のための支援

安定的収入を得ることが困難なひとり親家庭に
所得の額に応じて手当を支給することにより、
生活の安定と自立の促進を支援します。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

寡　婦

母　子

父　子

ひとり親家庭になった当初の激変を緩和すると
ともに、ひとり親家庭の児童の健全育成と福祉
の増進を目的として手当を支給します。

母子父子寡婦
福祉資金の貸付

生活の安定と向上を目的として生活資金、技
能習得資金、修学資金などを原則無利子で貸
し付けます。

方策 1

児童扶養手当

ひとり親家庭
手当

養育費の取得について司法書士等による相談
を行います。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

養育費取得や履行確保のための調停などの手
続きのサポートを行います。

離婚手続き時
等の情報提供

離婚手続きの際などに、養育費等相談窓口の
情報提供や誘導について関係機関の連携を図
ります。

養育費について
の啓発

養育費の支払いは、子どもの健やかな育ちの
ために、子どもを監護していない親の責任で
あることを啓発し、離婚時における取決めの推
進を図ります。

方策 2

養育費相談

手続き等のための
支援
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4  施策の展開

施策目標3 安定的な収入確保に向けた就業支援

正規雇用など、より安定した就業への支援

［ ★ 新規事業  ☆ 拡充事業 ］

ジョイナス.ナゴヤにおいて、一人ひとりの職歴、
職業適性、家庭の状況、職業の希望等に応じて、
効率的に職業能力の向上を図り安定的就業につな
がるよう就業相談を行います。また、相談を通し
て必要に応じ、個々の状況にあわせた自立支援プ
ログラムを策定し、これに基づき関係機関と連携
するなどきめ細やかで継続的な支援を実施します。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

寡　婦

母　子

寡　婦

母　子

寡　婦

母　子

寡　婦

母子家庭等就業・自立支援センター及びジョイ
ナス.ナゴヤにおいて企業等に対する求人開拓
活動で得た求人情報をもとに、母子家庭の母
等の状況に応じた職業紹介を行います。

職業紹介事業に対して、嘱託職員など名古屋
市職員の求人情報を提供します。

名古屋市職員の
求人情報の提供

自立支援教育
訓練給付金

効果的な就職活動のためのセミナーや、就業に有利
な資格・技術を習得するための講習会などを実施し
ます。また、より受講しやすくなるよう、土日の講
習会、託児付き講習会の充実を図ります。

就業に有利な資格を身に付けるための講座受
講料の一部を補助します。

就業支援講習会☆

ハローワークによる区役所就労支援コーナー及
び巡回相談を実施し、一体的な就労支援を行
います。

高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業

★

方策 1

就　業　相　談

職 業 紹 介

就業に直結する看護師、介護福祉士等の資格
を取得するために２年以上修学する場合に、修
学期間の一定の期間について、生活費の一部
を給付します。

高等学校卒業程度認定試験のための受講費用
の一部を支給します。

母　子
職業紹介事業の求職希望登録者に対して、ハ
ローワークや福祉人材センター等と連携して求
人情報の提供を行います。

高等技能訓練
促進費

ハローワーク等と
連携した求人情報
の提供

一体的就労支援
事業
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事業主等に対する働きかけ

施策目標4 生活上の負担軽減のための支援

家庭生活のための支援

母子家庭等の厳しい雇用状況や、名古屋市の
就業支援事業などについて企業等に周知し、
母子家庭等の雇用促進のための啓発を行います。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

寡　婦

母　子

寡　婦

職業紹介事業のための求人の開拓を行うとと
もに、雇用ニーズの把握に努めます。

ひとり親家庭支援
に対する理解を
求める啓発

ひとり親家庭の母等が、仕事と生活（子育て）
のバランスのとれた生活ができるよう、企業等
への理解を求める啓発活動を行います。

方策 2

方策 1

雇用啓発

求人開拓

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

未就学児のいる家庭の就労または求職活動を
支援するため、ひとり親家庭の子どもの保育所
等利用申込の調整時の優先度を高めます。

就労と子育ての両立、子育ての負担感の軽減な
どを目的として延長保育、一時保育、病児病後
児デイケア等多様な保育サービスを推進します。

保育料軽減 ひとり親家庭にかかる保育料の軽減を実施し
ます。

母　子

父　子

医療費助成 一定の条件を満たしたひとり親家庭の医療費
を助成します。

保育所等優先
利用

多様な
保育サービス
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4  施策の展開

［ ★ 新規事業  ☆ 拡充事業 ］

市民同士の子育て援助活動を支援する制度で
あるのびのび子育てサポート事業を、ひとり親
家庭が利用しやすい制度にします。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

寡　婦

母　子

父　子

母　子

父　子

就労等により昼間保護者がいない家庭の子ども
たちが、安全で豊かな放課後を過ごすため、
児童館留守家庭児童クラブを実施するととも
に、地域の留守家庭児童育成会に対し運営費
を助成します。また、一定の要件を満たすひと
り親世帯の保護者負担金を減免する育成会に
対して、助成を行います。

炊事、掃除、洗濯等家事や介護で困っている
家庭に、家庭生活支援員を派遣します。一時
的な子どもの預かりなど、困ったときに使いや
すいサービスの充実を図ります。

☆ 

のびのび子育て
サポート事業

一定の条件を満たした家庭の上下水道料金を
減免します。

母　子

父　子

上下水道料金
減免

留守家庭児童
健全育成事業

病気、出張、冠婚葬祭等の社会的な理由で家
庭での子育てが困難になったときに、一時的
に児童養護施設や乳児院等で子どもを預かり
ます。

親子でレクリエーションを楽しむことができる
よう、指定施設の利用にかかる費用の一部を
補助します。

子どもの短期
入所生活援助
事業

小学校施設を活用し、放課後等に、すべての
子どもに「遊び」「学び」「体験」「交流」「生活」
の場を提供するとともに、就労等により昼間保
護者がいない家庭の子どもたちについては、
あわせて、より生活に配慮した取り組み（選択
事業）を行います。また、一定の要件を満た
すひとり親世帯の利用料を減免します。

トワイライト
ルーム

ひとり親家庭
休養ホーム事業

家事介護サー
ビス事業
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住宅確保に向けた支援

市営住宅の募集について、一般募集とは別に
ひとり親世帯向けの募集を行います。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

母　子

父　子

母　子

市営住宅の募集について、一般募集とは別に
母子生活支援施設退所者向けの募集を行い
ます。

愛知県あんしん
賃貸支援事業の
情報提供

ひとり親世帯等を受け入れる民間賃貸住宅の
情報提供等を実施します。

母子生活支援施設において、生活のさまざま
な面の相談、指導等の支援を行うことにより、
早期自立が図れるよう支援します。

方策 2

ひとり親世帯向け
市営住宅募集

母子生活支援施設
退所者向け
市営住宅募集

母子生活支援施設
における支援
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4  施策の展開

子どもの学習支援など将来のための支援

施策目標5 子どもの健やかな育ちのための支援

［ ★ 新規事業  ☆ 拡充事業 ］

方策 1

学習支援の場を活用し、ボランティアが進路や
将来の事等について相談、アドバイスすること
で、子どもの自立への意識を醸成します。

市内全域のひとり親家庭の中学1～３年生に対
して学習サポート事業を実施して、学習及び進
学の意欲を醸成します。

事業等の名称 内　　容 対　　象

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

母　子

父　子

ひとり親家庭の子どもに、スポーツ・文化等の
体験の場を新たに提供することにより、子ども
の意欲や自己肯定感を醸成します。

勉学の意欲がありながら、経済的理由により高
等学校への修学が困難な方を支援するため、
入学に必要な学資（入学準備金）の貸付を行い
ます。

学習サポート
事業

☆ 

面会交流にかか
る相談支援

☆ 

子どもへの相談
支援

★ 

★ 

★ 

母　子

父　子

経済的な理由により、子どもを小中学校に就学
させるのが困難な方に対し、給食費や学用品
費など学校での学習に必要な費用を援助し
ます。

子どもの健やかな成長を支援するため、面会
交流にかかる相談支援の仕組みづくりの検討を
行います。

就学援助

高等学校入学
準備金

困窮世帯の子どものための支援を行う民間団
体や企業等のネットワークにより、学習サポー
ト事業の場などを通じて、支援を対象者に届け
るための仕組みづくりを新たに図ります。

貧困の連鎖防止
ネットワーク事業

スポーツ・文化
等の体験の場の
提供
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～ひとり親家庭等の自立と子どもの健やかな育ちを目指して～
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